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4 実務編講義 「国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引き」の読み方 紙上 Live 講義

チャプタータイトル ♪～ MC：
この研修では、日本年金機構から各市町村に対して配付している「国民年金障害
基礎年金 受付・点検事務の手引き」について、業務支援ツールの補足資料とし
ての活用方法を中心に説明します。
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4 実務編講義 「国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引き」の読み方 紙上 Live 講義

MC：
ケーススタディーでは「20歳前傷病による請求」と「知的障害」、「障害認定日に
よる請求」と「肢体障害」の組合せによるケースを取り扱いました。その他のケ
ースにも応用できるように、業務支援ツールとあわせて、この手引きも有効に活
用するようにしましょう。

MC：（Ⅰ 障害基礎年金に関する用語について）
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MC：
ここでは、初診日、障害の程度、障害認定日、相当因果関係などの重要用語につ
いて解説しています。「１ 初診日とは」が「お手続きカードNo.3-3」、

MC：
「２ 障害の程度とは」が「お手続きカードNo.5」、
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MC：
「3 障害認定日とは」が「お手続きカードNo.4」、

MC：
「４ 相当因果関係とは」が「お手続きカード No.3-2」にそれぞれ対応してい
ます。お手続きカードとあわせて手引きの解説もよく確認しておいてください。
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4 実務編講義 「国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引き」の読み方 紙上 Live 講義

MC：（Ⅱ 障害基礎年金の請求方法について） MC：
ここでは、障害基礎年金の請求方法について解説しています。
「１ 障害認定日による請求とは」が「お手続きカードNo.8」、
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MC：
「２ 事後重症による請求とは」が「お手続きカードNo.9」、

MC：
「３ 初めて障害等級の１級又は２級に該当したことによる請求とは」が「お手
続きカードNo.10」、
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MC：
「４ 20歳前の傷病による請求とは」が「お手続きカード No.11」にそれぞれ
対応しています。お手続きカードとあわせて手引きの解説もよく確認しておいて
ください。

MC：
5および6では、お手続きカードには掲載されていない平成6年改正法附則による
請求方法も解説しています。
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MC：
また、老齢基礎年金の支給繰上げを受けている場合の障害基礎年金の請求の可否
に関する判断は実務上も非常に重要ですので、「注 老齢基礎年金の支給繰り上
げを受けている場合」の解説をよく確認しておいてください。

MC：（Ⅲ 障害基礎年金の納付要件について）
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MC：
ここでは、保険料納付要件の判定方法について解説しています。「お手続きカー
ド No.6」に対応していますが、手引きの解説も参考にするとよいでしょう。た
だし、保険料納付要件については、必ず年金事務所等に照会したうえで、要件を
満たしているかどうかの確認を行ってください。

MC：（Ⅳ 年金請求書の点検について）
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MC：
ここでは、年金請求書（国民年金障害基礎年金）の点検項目について解説してい
ます。

MC：
「４ 請求事由の確認」では、特に重要な「障害給付の請求事由」欄の留意事項
について解説しています。ケーススタディーでは「（１）障害認定日による請求」
を取り扱いましたが、このほか「（２）事後重症による請求」および「（３）初め
て障害等級の１級又は２級に該当したことによる請求」にかかる留意事項につい
てもよく確認しておいてください。
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4 実務編講義 「国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引き」の読み方 紙上 Live 講義

MC：（Ⅴ 病歴・就労状況等申立書の点検について） MC：
ここでは、病歴・就労状況等申立書の点検項目について解説しています。
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MC：
ケーススタディーでも取り扱いましたが、手引きの解説もよく確認しておいてく
ださい。

MC：（Ⅵ 診断書の点検について）
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MC：
ここでは、各傷病に対応した診断書の留意事項や点検項目について解説していま
す。
診断書の様式は、「眼の障害用（様式第120号の1）」、

MC：
「聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、（音声又は）言語機能の障
害用（様式第120号の2）」
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MC：
「肢体の障害用（様式第120号の3）」、

MC：
「精神の障害用（様式第120号の4）」、
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MC：
「呼吸器疾患の障害用（様式第120号の5）」、

MC：
「循環器疾患の障害用（様式第120号の6-（1））」、
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MC：
「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用（様式第120号の6-（2））」、

MC：
および「血液・造血器・その他の障害用（様式第120号の7）」の合計8種類があ
ります。
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MC：
ケーススタディーでは「精神の障害用（様式第120号の4）」および「肢体の障害
用（様式第120号の3）」の点検項目について取り扱いましたが、他の診断書様式
の点検項目についても、手引きの解説をよく確認しておくようにしましょう。

MC：（Ⅶ 初診日証明の点検について）
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MC：
ここでは、初診日証明の点検項目について解説しています。
実務上最も重要なのが「初診日の特定」と言っても過言ではありませんので、お
手続きガイドとあわせて手引きの解説もよく確認しておいてください。

MC：
なお、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の参考資料は「お手続きカー
ド No.3-4」に対応していますが、初診日を適正に認定するためには、これら参
考資料の確認が非常に重要となります。相談対応の際は、よく確認いただくよう
請求者に案内してください。
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MC：（Ⅷ 障害福祉年金） MC：
ここでは、旧国民年金法による障害福祉年金について解説しています。
とりあえず1と2を確認しておくとよいでしょう。障害福祉年金の受給要件を満た
す可能性がある方から相談を受けた場合には、
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MC：
必要に応じて3以降の解説も参考にしてください。

MC：（Ⅸ 参考資料）
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MC：
ここでは、実務上使用する様式がまとめられています。業務支援ツールに掲載さ
れていない様式については、ここを確認するようにしてください。いわゆる「ア
ンケート」と呼ばれる様式も掲載されています。

ＭＣ：
さて、「国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引き」の概要について、ひ
と通り説明してきました。

業務支援ツールは、みなさまの業務の支援だけではなく地域住民の方へ視覚的な
理解を促すために制作されてきたものです。一方、今回ご説明した「（国民年金
障害基礎年金 ）受付・点検事務の手引き」は、みなさまの執務資料として活用
いただくことを想定しています。業務支援ツールやケーススタディーとあわせて
活用いただくことにより、手引きの内容の理解がより一層深まることでしょう。

また、法令や障害認定基準の改正を踏まえ、日本年金機構が手引きの改正を行っ
たうえで最新版を各市町村にも配布します。みなさまの日々の業務の中で不明な
点が生じた場合には、まずはこの手引きの最新版を確認するようにしてください。


